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害
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日
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及
び
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会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
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七
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律
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二
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三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
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漁
船
損
害
等
補
償
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瀬
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。
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始
す
る
の
で
告
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す
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。
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関
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、
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三
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県
庁
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部
道
路
課
）
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び
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城
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事
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縦
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土
地
改
良
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昭
和
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年
法
律
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九
十
五
号
）
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十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
富
谷
北
部
土
地
改
良

区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
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和
元
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日
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台
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振
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た
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年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名
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和
元
年
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月
十
四
日

浅　
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夫

富
谷
市
一
ノ
関
段
ノ
沢
十
一
番
地
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事

令
和
元
年
六
月
十
四
日
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克　

彦

富
谷
市
二
ノ
関
内
ノ
目
五
十
五
番
地

理　

事

令
和
元
年
六
月
十
四
日

早　

坂　

幸　

道

富
谷
市
三
ノ
関
馬
場
沢
下
百
八
番
地

理　

事

令
和
元
年
六
月
十
四
日

熊　

谷　

和　

美

富
谷
市
志
戸
田
三
ケ
森
十
四
番
地

理　

事

令
和
元
年
六
月
十
四
日

佐
々
木　

惣
一
郎

富
谷
市
西
成
田
白
鳥
六
番
地

理　

事

令
和
元
年
六
月
十
四
日

大　

内　

利　

勝

黒
川
郡
大
和
町
落
合
舞
野
字
仁
和
多
利
八

十
六
番
地

理　

事

令
和
元
年
六
月
十
四
日

赤　

間　

良　

一

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
山
崎
七
番
地
の
二

理　

事

令
和
元
年
六
月
十
四
日

鎌　

田　
　
　

勲

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
仁
田
百
十
六
番
地

の
一

理　

事

令
和
元
年
六
月
十
四
日

熊　

谷　

吉　

之

黒
川
郡
大
和
町
小
野
字
白
久
保
三
十
四
番

地

理　

事

令
和
元
年
六
月
十
四
日

北　

目　

善
一
郎

富
谷
市
富
谷
新
町
十
五
番
地

監　

事

令
和
元
年
六
月
十
四
日

髙　

橋　

信　

一

黒
川
郡
大
和
町
落
合
舞
野
字
上
舞
野
西
二

十
六
番
地

監　

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
元
年
五
月
三
十
一
日

相　

澤　

良　

悦

富
谷
市
志
戸
田
三
ケ
森
六
番
地

理　

事

令
和
元
年
五
月
三
十
一
日

相　

澤　

秀　

一

黒
川
郡
大
和
町
落
合
舞
野
字
上
舞
野
東
七

番
地

監　

事

令
和
元
年
六
月
十
三
日

浅　

野　

忠　

美

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
中
原
百
四
十
五
番

地

理　

事

令
和
元
年
六
月
十
三
日

千　

葉　
　
　

功

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
髙
屋
敷
五
十
番
地

の
一

理　

事
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令
和
元
年
六
月
十
三
日

浅　

野　

鐵　

夫

富
谷
市
一
ノ
関
段
ノ
沢
十
一
番
地

理　

事

令
和
元
年
六
月
十
三
日

佐　

藤　

克　

彦

富
谷
市
二
ノ
関
内
ノ
目
五
十
五
番
地

理　

事

令
和
元
年
六
月
十
三
日

早　

坂　

幸　

道

富
谷
市
三
ノ
関
馬
場
沢
下
百
八
番
地

理　

事

令
和
元
年
六
月
十
三
日

佐
々
木　

惣
一
郎

富
谷
市
西
成
田
白
鳥
六
番
地

理　

事

令
和
元
年
六
月
十
三
日

大　

内　

利　

勝

黒
川
郡
大
和
町
落
合
舞
野
字
仁
和
多
利
八

十
六
番
地

理　

事

令
和
元
年
六
月
十
三
日

熊　

谷　

吉　

之

黒
川
郡
大
和
町
小
野
字
白
久
保
三
十
四
番

地

理　

事

令
和
元
年
六
月
十
三
日

北　

目　

善
一
郎

富
谷
市
富
谷
新
町
十
五
番
地

監　

事

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
八
十
三
号

　

富
谷
北
部
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
元
年
九
月
九
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

山　
　

口　
　

浩　
　

徳　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
八
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
色
麻
土
地
改
良
区
役

員
の
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
四
日　

�

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

小　
　

野　
　

和　
　

宏　
　
　

　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
元
年
九
月
五
日

鈴　

木　

正　

行

加
美
郡
色
麻
町
黒
沢
字
土
利
壇
十
九
番
地

六

理　

事

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

角
田
市
角
田
字
中
島
下
五
百
十
九
番
一
、
五
百
二
十
番

一
、
五
百
二
十
一
番
一
、
五
百
二
十
二
番
一
、
五
百
二
十

三
番
一
、
五
百
二
十
四
番
一
、
五
百
二
十
五
番
一
、
五
百

二
十
六
番
一
、
五
百
二
十
七
番
一
、
五
百
七
十
三
番
、
五

百
七
十
五
番
一
、
五
百
七
十
七
番
、
五
百
六
十
二
番
一
の

地
先
の
水
の
一
部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

山
形
県
山
形
市
あ
こ
や
町
三
丁
目
八
番
九
号

�

株
式
会
社
ヤ
マ
ザ
ワ　
　
　
　
　

企

業

局

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
二
号

　

企
業
局
固
定
資
産
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

櫻　
　

井　
　

雅　
　

之　
　
　

　
　
　
企
業
局
固
定
資
産
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
固
定
資
産
等
管
理
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
四
条
中
「
企
業
局
処
務
規
程
」
の
下
に
「（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号
）」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
五
・
六
七
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
五
・
九
四
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号

中
「
十
一
・
九
七
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
十
二
・
五
四
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一
・
〇
八
」
を
「
一
・

一
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
構
築
物
及
び
船
舶
等
の
動
産
の
項
中
「
一
・
〇
八
」
を
「
一
・
一
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
八
号
中
「
二
・

一
六
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
二
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
、「
三
・
二
四
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
、「
一
・

六
二
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
一
・
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
、「
四
・
三
二
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
」
に

改
め
る
。
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
管
理
規
程
の
施
行
の
日
前
に
貸
し
付
け
た
財
産
の
貸
付
け
に
係
る
貸
付
料
に
つ
い
て
は
、
当
該
貸
付
け
に
係

る
契
約
の
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３　

こ
の
管
理
規
程
の
施
行
の
日
前
に
許
可
を
受
け
た
使
用
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
四
日

�
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

安
部
た
か
し
松
島
後
援

会

奥
山　

勝
夫

鈴
木　

紘
子

宮
城
郡
松
島
町
磯
崎
字
長
田
八
〇－
五

六

令
和
元
年八

月
一
日

大
内
け
い
子
後
援
会

門
馬　

八
郎

門
馬　

正
一

柴
田
郡
村
田
町
大
字
沼
辺
字
寄
井
一
二

〇

令
和
元
年

七
月
十
七
日

小
野
あ
き
こ
後
援
会

小
野　

明
子

小
野　

光
行

亘
理
郡
亘
理
町
字
西
郷
二
五
九－

九

令
和
元
年

八
月
十
五
日

お
ぶ
ち
洋
一
郎
後
援
会

浅
川　

紀
明

小
渕　

松
美

宮
城
郡
利
府
町
花
園
三－

九－

一

令
和
元
年

八
月
二
十
六
日

加
藤
博
子
後
援
会

伊
藤
紀
代
子

植
田　

紗
良

岩
沼
市
土
ケ
崎
一－

三－

五

令
和
元
年

八
月
三
十
日

菅
野
マ
ホ
後
援
会

齋
藤　
　

壽

菅
野　

邦
子

角
田
市
角
田
字
寺
前
一
三
九－

三

令
和
元
年八

月
一
日

菊
地
利
衛
後
援
会

菊
地　

利
衛

菊
地　

利
衛

角
田
市
花
島
字
三
森
一
三
八

令
和
元
年

八
月
二
十
三
日

さ
わ
い
俊
一
後
援
会

沢
井　

俊
一

沢
井　

清
子

亘
理
郡
亘
理
町
字
祝
田
四
八

令
和
元
年

八
月
二
十
九
日

鈴
木
あ
つ
し
後
援
会

森　
　

俊
博

門
澤　

俊
夫

亘
理
郡
亘
理
町
字
中
町
二
七

令
和
元
年八
月
八
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
宮
城
県
電

気
通
信
支
部

結
城　

澄
雄

会
計
責
任
者

の

氏

名

太
田　
　

守

渋
谷　

悦
男

令
和
元
年八
月
一
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

荒
川
洋
平
後
援
会

荒
川　

洋
平

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名
取
市
閖
上
一－

二
一
七

名
取
市
美
田
園
四

－

一
七－

二

平
成
三
十
一
年

三
月
二
十
一
日

さ
と
う
一
郎
後
援
会

八
巻　

義
信

代
表
者
の�

氏

名

八
巻　

義
信

佐
藤　

一
郎

令
和
元
年

八
月
二
十
三
日

す
ず
き
新
津
男
後
援
会

鈴
木
新
津
男

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

多
賀
城
市
高
橋
二

－

一
五－

二
八

多
賀
城
市
高
橋
二

－

五－

三
一

令
和
元
年
六
月
十
二
日

仙
台
歯
科
医
師
連
盟

駒
形　

守
俊

代
表
者
の�

氏

名

駒
形　

守
俊

酒
井　
　

信

令
和
元
年七

月
一
日

高
橋
け
い
後
援
会

時
田
久
仁
夫

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

加
美
郡
加
美
町
字

矢
越
二
七
七－

一

加
美
郡
加
美
町
字

旧
舘
一－

六
九－

一
〇

令
和
元
年

八
月
十
六
日

と
う
ほ
く
未
来
創
生

熊
谷　

一
平

政
治
団
体
の

名

称

と
う
ほ
く
未
来
創

生

み
や
ぎ
未
来
創
生

令
和
元
年

六
月
二
十
一
日

に
っ
た
秀
和
七
ヶ
浜
町

後
援
会

伊
藤　

栄
喜

代
表
者
の�

氏

名

伊
藤　

栄
喜

伊
藤　

喜
憲

令
和
元
年

八
月
二
十
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

仁
田　

聡
寿

伊
藤　

栄
喜

日
本
弁
護
士
政
治
連
盟

仙
台
支
部

髙
橋　

春
男

代
表
者
の�

氏

名

髙
橋　

春
男

角
山　
　

正

令
和
元
年八

月
一
日

ま
す
和
也
後
援
会

枡　
　

和
也

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

柴
田
郡
大
河
原
町

字
東
新
町
四－

一

柴
田
郡
大
河
原
町

金
ヶ
瀬
字
川
根
二

三
九－

三

令
和
元
年

七
月
二
十
六
日

代
表
者
の

枡　
　

和
也

杉
本　

五
郎
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氏

名

守
屋
も
り
た
け
後
援
会

守
屋　

守
武

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

気
仙
沼
市
松
崎
片

浜
一
〇
六－

六
九

気
仙
沼
市
赤
岩
舘

下
一

令
和
元
年

八
月
二
十
五
日

　

備
考　

と
う
ほ
く
未
来
創
生
は
主
た
る
活
動
区
域
の
異
動
に
よ
り
総
務
大
臣
届
出
に
変
更

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

お
ぶ
ち
洋
一
郎
後
援
会

阿
部　
　

哲

令
和
元
年
八
月
二
十
二
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
三
十
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
三
十
一
年
分
（
令
和
元
年
分
）
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ

の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
（
代

表
者
）
の
氏

名

　

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　

指
定
年
月
日

枡　
　

和
也

宮
城
県
議
会
議
員

ま
す
和
也
後
援
会

柴
田
郡
大
河
原
町
字
東
新
町
四－

一

令
和
元
年

七
月
二
十
九
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

異
動
事
項

新

旧

　

異
動
年
月
日

荒
川　

洋
平

荒
川
洋
平
後
援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名
取
市
閖
上
一－

二

一
七

名
取
市
美
田
園
四－

一
七－

二

平
成
三
十
一
年

三
月
二
十
一
日

守
屋　

守
武

守
屋
も
り
た
け
後

援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

気
仙
沼
市
松
崎
片
浜

一
〇
六－

六
九

気
仙
沼
市
赤
岩
舘
下

一

令
和
元
年

八
月
二
十
五
日

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
七
号

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

お
ぶ
ち
洋
一
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
　
31.�３

.�５
（
１
.�８
.�22解

散
）

１
　
収
入
総
額

0�

２
　
支
出
総
額

0�

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

お
ぶ
ち
洋
一
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
　
１
.�８
.�26（

１
.�８
.�22解

散
）

１
　
収
入
総
額

0

２
　
支
出
総
額

0
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宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　
　
　
宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
医
療
法
人
宏
人
会
木
町
病
院
、
岩
切
病
院
の
項
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
元
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
百
十
八
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
四
日

�
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　
　
　
宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
気
仙
沼
市
立
病
院
の
項
中
「
気
仙
沼
市
田
中
一
八
四
番
地
」
を
「
気
仙
沼
市
赤
岩
杉
ノ
沢
八
番
地
二
」
に

改
め
る
。

　

別
表
第
一
の
二
介
護
老
人
保
健
施
設
グ
リ
ー
ン
ヒ
ル
ズ
の
項
中
「
塩
竈
市
西
玉
川
町
一
番
一
六
号
」
を
「
塩
竈
市
西

玉
川
町
一
番
二
八
号
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
白
東
苑
の
項
中
「
同　

市
太
白
区
四
郎
丸
字
大
宮
二
六
番
地
の
一
」
を
「
同　

市

太
白
区
四
郎
丸
字
大
宮
二
六
番
地
の
三
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
元
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
十
一
号

　

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
駐
車
監
視
員

資
格
者
講
習
等
に
つ
い
て
、
確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二

十
三
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
四
日

�

宮
城
県
公
安
委
員
会　
　
　

一　

実
施
日
時

　

㈠　

講
習

　
　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
八
日
（
木
）
及
び
同
月
二
十
九
日
（
金
）
の
二
日
間

　
　
　

各
日
午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

　

㈡　

修
了
考
査

　
　
　

令
和
元
年
十
二
月
六
日
（
金
）
午
前
九
時
か
ら
午
前
十
時
ま
で

二　

実
施
場
所

　

㈠　

講
習

　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
上
杉
三
丁
目
三
番
一
号　

パ
レ
ス
宮
城
野

　

㈡　

修
了
考
査

　
　
　

講
習
場
所
に
同
じ

三　

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
の
受
講
手
続

　

㈠　

申
込
書
類

　
　

ア　

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書　

一
通

　
　
　

�　

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書
（
以
下
「
受
講
申
込
書
」
と
い
う
。）
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
（
火
）

か
ら
同
月
三
十
一
日
（
木
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間
に
、
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導

課
駐
車
対
策
係
及
び
宮
城
県
内
の
各
警
察
署
交
通
課
に
お
い
て
配
布
す
る
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び

祝
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
定
め
る
休
日
を
い
う
。）
を

除
く
。

　
　

イ　

写
真　

一
枚

　
　
　

�　

申
込
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
及
び
無
背
景
の
縦
の
長
さ
三
．
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
、
横
の
長
さ
二
．
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の

　

㈡　

申
込
期
間

　
　

�　

令
和
元
年
十
月
一
日
（
火
）
か
ら
同
月
三
十
一
日
（
木
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
間
。
た
だ
し
、

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。

　

㈢　

申
込
先

　
　
　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
駐
車
対
策
係

　

㈣　

申
込
方
法

　
　

�　

本
籍
、
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
勤
務
先
及
び
連
絡
先
を
記
載
し
た
受
講
申
込
書
を
前
記
㈢
の
申
込
先
に
提



（7）　令和元年９月24日　火曜日 第39号宮　　城　　県　　公　　報

出
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。（
郵
送
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受

け
付
け
る
。）

　

㈤　

手
数
料

　
　
　

二
万
円
分
の
宮
城
県
収
入
証
紙
を
受
講
申
込
書
の
裏
面
に
貼
付
す
る
こ
と
。

　
　
　

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
申
込
書
類
の
受
付
後
は
返
却
し
な
い
。

四　

講
習
時
の
携
行
品

　

㈠�　

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
票
（
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
日
ま
で
に
受
講
申
込
書
に
記
載
の
住
所
あ
て
に

郵
送
す
る
。）

　

㈡　

筆
記
用
具
（
講
習
用
テ
キ
ス
ト
は
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
日
に
配
布
す
る
。）

五　

合
格
発
表

　

�　

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
考
査
終
了
後
、
当
該
修
了
考
査
会
場
に
お
い
て
、
合
格
者
の
受
講
番
号
を
掲
示
す

る
。

　

�　

な
お
、
当
日
、
合
格
者
に
は
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
し
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付

申
請
手
続
に
つ
い
て
教
示
す
る
。

六　

そ
の
他

　

㈠�　

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
は
、
道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項
の
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を

受
け
る
た
め
の
講
習
で
あ
り
、
二
日
間
（
十
四
時
間
）
の
講
習
を
受
講
後
、
修
了
考
査
（
一
時
間
）
に
合
格
し
た

者
に
対
し
て
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。

　

㈡�　

駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
申
請
に
係
る
交
付
手
数
料
（
九
千
九
百
円
）

が
別
途
必
要
で
あ
る
。

　

㈢�　

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
を
受
講
し
、
そ
の
課
程
を
修
了
し
て
も
、
道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
の
十
三
第
一
項

第
二
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
事
項
に
該
当
す
る
者
は
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

　

㈣�　

駐
車
監
視
員
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
も
、
道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
確
認
事
務

の
委
託
を
受
け
た
法
人
に
属
さ
な
い
限
り
、
駐
車
監
視
員
と
し
て
活
動
で
き
な
い
。

　

㈤�　

受
講
人
数
は
、
定
員
を
四
十
名
と
し
て
い
る
の
で
、
申
込
期
間
中
で
あ
っ
て
も
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
申
込

受
付
を
締
め
切
る
場
合
が
あ
る
。

七　

受
講
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
　

宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
駐
車
対
策
係

　
　

電
話　

〇
二
二－

二
二
一－

七
一
七
一　

内
線
五
一
四
三

正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
一
七
号
（
令
和
元
年
七
月
二
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

七

段上

行二
一

正

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
八
木
山
翠
風
園

　
　
　
　
　
　
　

誤

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
八
木
山
翆
風
園


